
新旧対照表

（新）

第１条～第５条 （略）

(契約等)

第５条の２ 市町村は、補助事業（公共工事に限る。）の実施に当たっては、公共

工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）にのっとり 、経

済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に

優れた内容の契約を行い、工事の品質の確保に努めなければならない。

第６条～第９条 （略）

（実績報告等）

第 10 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第６号様式による実績

報告書を当該補助事業が完了した日から起算して 15 日を経過した日又は当該

会計年度の３月 31 日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

ただし、これにより難い場合は、当該会計年度の翌年度の４月 15 日までに提出

しなければならない。

２～４ （略）

（補助金等の額の確定等）

第 10 条の２ 知事は、前条第１項の規定による実績報告を受けた場合には、実績

報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補

助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき

（旧）

第１条～第５条 （略）

第６条～第９条 （略）

（実績報告等）

第 10 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第６号様式による

実績報告書を当該補助事業が完了した日から起算して 30日を経過した日又は

当該会計年度の３月 31日のいずれか早い日までに知事に提出しなければなら

ない。ただし、これにより難い場合は、当該会計年度の翌年度の４月 15日ま

でに提出しなければならない。

２～４ （略）



は、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金等が交付されているときは、その超える部分の補助金

等の返還を命ずるものとする。

３ 前項の補助金等の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日（当該補助金

等の返還のための予算措置について議会の承認が必要とされる場合で、かつ、

この期限により難い場合は 90 日）以内とし、期限内に納付がない場合は、未納

に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95 パーセントの割

合で計算した延滞金を徴するものとする。

（額の再確定）

第 10 条の３ 補助事業者は、第 10 条第１項の規定により知事に実績報告書を提

出した後において、補助事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に

代わる収入があったこと等により補助事業に要した経費を減額すべき事情があ

る場合は、知事に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第 10 条第 1 項

に準じて提出するものとする。

２ 知事は、前項の規定により実績報告書の提出を受けた場合は、前条第１項に

準じて改めて額の確定を行うものとする。

３ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。

第 11 条～第 13 条 （略）

第 14 条 （略）

２ 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事

業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならな

第 11 条～第 13 条 （略）

第 14 条 （略）



い。

３ 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出の内容の証拠書類又

は証拠物を整備して同項の帳簿とともに当該補助事業の完了の翌年度から起算

して５年間保管しなければならない。

４ 補助事業者は、取得財産等について、当該取得財産等の処分制限期間中、前

２項に規定する帳簿等に加えその他関係書類を整備保管しなければならない。

５ （略）

６ （略）

７ （略）

８ （略）

９ 市町村以外の補助事業者は、前項の規定により契約をしようとする場合は、

当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入札等」とい

う。）に参加しようとする者に対し、別記第 19 号様式による指名停止等に関す

る申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に

参加させてはならない。

10 （略）

第 15 条～第 17 条 （略）

２ 補助事業者は、補助事業に関する書類を当該補助事業の完了の翌年度か

ら起算して５年間保管しなければならない。

３ （略）

４ （略）

５ （略）

６ （略）

７ 市町村以外の補助事業者は、前項により契約をしようとする場合は、当該契

約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約（以下「競争入札等」という。）に

参加しようとする者に対し、別記第 19 号様式による指名停止等に関する申立書

の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させ

てはならない。

８ （略）

第 15 条～第 17 条 （略）



別表第２ （略） 別表第２ （略）



別表第４・５ （略） 別表第４・５ （略）






